
 

 

 

 

 

令和６年 第２回 

江戸川区教育委員会定例会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和６年１月２３日（火）午後１時３０分  

場 所：教育委員会室  

 

 



 

 

          教育長         蓮 沼 千 秋  

教育長職務代理者    平 井 俊 一  

委員          森 本 勝 也         

委員          井 戸 道 代  

 

 

事務局  教育推進課長      飯 田 常 雄  

学務課長        大 關 一 彦  

教育指導課長      佐 藤 嘉 弘  

学校施設課長      八 木 邦 夫  

教育研究所長      百 々 和 世  

統括指導主事      千 葉 一 知  

 

書 記  教育委員会事務局  

教育推進課庶務係長  中 尾   隆  

同 主査  志 村 一 彦  

 

 

 



 No. 1  

江戸川区教育委員会議事録用紙 

 

 

蓮沼教育長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

       

       

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

平 井 委 員 

 

 

 

 

佐藤教育指導

課 長 

 

 

 

 

 

 

 

開会時刻 午後１時３０分 

 

 ただいまから、令和６年第２回教育委員会定例会を開催します。 

 天野委員より所用により欠席するとの連絡がありましたので、ご報告いた

します。本日は３名の方から傍聴の申出がありますが、許可してよろしいで

しょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 それでは、傍聴人の方の入室を許可します。 

 

〔傍聴人入室〕 

 

日程第１、署名委員を決定します。平井委員と井戸委員にお願いします。 

続いて、日程第２、議案の審議にまいります。 

はじめに、継続となっております陳情第１号「中学校英語スピーキングテ

スト結果の令和６年度都立高校入試への活用中止に関する陳情」について審

議いたします。 

これまでに提出された資料を踏まえて、質問、意見などございましたらお

願いいたします。いかがでしょうか。 

 

陳情者からの追加資料を読ませていただきました。今の都立高校入試のタ

イムスケジュールを見ますと、この間のスピーキングテストの結果の確認が

令和６年１月中旬以降にあるというところで、何かこの辺で動き、学校のほ

うでの生徒・保護者からの苦情等何かありましたら、お願いいたします。 

 

都教育委員会から事務連絡で、１月１１日付でＥＳＡＴ－Ｊの１回目の実

施分、１１月２６日実施分ですけれども、こちらの結果が生徒用マイページ

及び先生用ＷＥＢサイトにおいて、結果を公開という連絡が来ております。

各学校では、教員用のＷＥＢサイトにおいて、学校の実施状況、それから、

個別に生徒用マイページは生徒が確認しておりまして、確認できるかどうか

を今学校が調べております。 

また、この確認状況につきましては、区教育委員会で取りまとめをして、

都教育委員会に報告することになっております。特に保護者、学校、生徒自

身から区教委に対して、今回のことについて問合せ等はございません。 
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ありがとうございます。今、都立高校推薦の書類提出期限がきて、次に、

全日制の第一次募集・分割前期募集は２月６日までが出願の提出期限だと思

います。引き続き注視していきたいなと思います。ありがとうございます。 

 

ほかいかがでしょうか。 

 

先週、中学２年生のお子さんがいらっしゃる方とお会いしたんですけれど

も、上にお兄ちゃんがいて第１回目のときのスピーキングテストをやって、

本当にほかの教室の声が聞こえて大変だったとお兄ちゃんが言っていたと、

そういう話を聞きまして、子どもさんも親御さんも不安でいっぱいだという

お話をされていました。ただ、私はずっと聞いていたんですね。言おうかな

と思ったんですけれど、話をずっと聞いているうちにそのお母さんも、でも

英語は話せたり聞いたりするのはとても大事なことなので、それは本当に大

事だと思うんですって、結果的には自分で結論を出されていたんですね。で

すので、やっぱり声を聞くというのは大事だなというのを思いました。それ

と同時に少しでも不安を抱えている部分をできるだけ減らして、改善してい

くこと。そして、またそれが活かされるような方向に持っていけるように、

していただけるとありがたいなと思います。 

 

ありがとうございます。 

 

文教委員会のときも発言させていただいたんですけれども、これからの社

会、多様性の社会ですから、英語教育というのは必要不可欠と言えると思い

ます。ただ、いろいろな問題点等が出ておりますので、それらを一つずつ解

決していって、有効性を保ちながら進めていくべきではないかなと私は思い

ます。 

 

ありがとうございました。今までずっと皆さん方に議論いただきました。

私も陳情文や陳情資料を読ませていただきました。もっともだなという思い

もたくさんございます。ただ、ずっと考えているのは、子どもたちにとって

今、委員さん方もおっしゃっていたとおり、やっぱり英語の力をつけていく

ことが、これからのグローバルな社会で必要だし、自信を持って英語で自分

の気持ちを外国の方に伝えることも必要になってくる。これからますます江

戸川区に外国籍の方も多くなると、もともと英語を話せる方も増えてくるだ
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ろうし、そういう方と交流して、そういう方に教えてもらうという場面もあ

ると思います。 

相互交流を活発にする上でもやはりある程度の英語力を身につけてほし

いなというところで、こういった方向性は間違っていないのかなと思いま

す。ただ、現実的にこの入試活用に当たって、生徒たちの不安な声ですよね。

保護者のそういう声を私も聞いておりますし、あと先生方も負担という声も

聞いています。そういうところにもしっかり耳を傾けて、東京都教育委員会

にそういった現状の声を伝えながら、いい方向にやっていただきたいという

ふうに、子どもたちの不安の声もなくなるように、自信を持って試験に臨ん

で、ほかから声が聞こえただとかそんなことがないようにやっていただくよ

うに要望していければなと思っております。本日は天野委員もいらっしゃい

ませんので、また次回も話し合いたいと思います。本日の陳情審議は継続と

いうことでよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ありがとうございます。それでは、陳情第１号は継続とさせていただきま

す。次に、第４号議案、教育に関する事務の議案についての区長からの意見

聴取についてを議題とします。 

本議案は、教育に関する予算・条例案について、令和６年第１回江戸川区

議会定例会で審議するに当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定に基づき、区長から教育委員会に対して意見聴取されたもの

です。本件は、議会に上程される前の議案に関することであり、政策形成過

程にある案件であることから、江戸川区教育委員会会議規則第１３条に定め

る秘密会として審議したいと思います。この発議に賛成の方は挙手をお願い

します。 

〔賛成者挙手〕 

 

賛成多数と認めます。これより会議は秘密会となります。 

なお、第４号議案については、議案が議会に上程された後に、議事録の公

開を可能とします。傍聴人の方は退出願います。 

なお、秘密会終了後の再入室は可能です。 

 

〔秘密会〕 

〔政策形成過程期間が終了したため秘密会部分を公開〕 
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それでは、第４号議案を審議いたします。内容について事務局から説明を

お願いします。 

 

それでは、ご説明させていただきます。資料の１枚目、教育に関する事務

の議案についてをご覧ください。 

２月１５日（木）に開会いたします令和６年第１回区議会定例会に提出す

る予定の議案について、法の規定に基づき意見聴取されたものであります。

内容は記書きの４点です。１点目、令和６年度江戸川区一般会計予算中教育

の事務に関する部分。２点目、令和５年度江戸川区一般会計補正予算中教育

の事務に関する部分。３点目、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例。４点目、江戸川区教育委員会教育長の給

与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例でありま

す。 

詳細につきましては、それぞれ資料でご説明いたします。１点目の令和６

年度当初予算につきましては、令和６年度当初予算（案）をご覧ください。 

１の予算規模でありますが、一般会計、特別会計を合わせまして、総額令

和６年度では４，５５４億７，１００万円となってございます。前年度比約

３６０億の増、８．６％の増という予算であります。その中で２番、歳出（一

般会計）というところでお示ししました教育費の状況でありますが、令和６

年度は４６２億９，５００万円ということで、約８０億円、２０％の増であ

ります。 

次のページをご覧ください。予算中、教育委員会に関わる重点事業項目を

一覧としてお示しさせていただきました。「質の高い教育をみんなに」とい

うところの中では、こちらにお示しした８点ございます。上から順番に申し

上げますが、１点目、共生社会の実現に向けた英語教育改革について、自分

の考えを英語で伝えられる中学生の育成ということで、こちら新規事業であ

ります。説明にございますように区立中学校におけるＡＬＴの配置頻度を月

１回程度から週１回程度へ増やすということに加えて、１校を英語重点モデ

ル校に指定し、ＡＬＴを常駐配置することであります。 

２点目が、区立小・中学校における区独自の学力調査の実施、こちらも新

規でございます。区独自の統一の学力調査を実施するものであります。３点

目が、「Ｈｏｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ」確かな学力と個別最適な学びの推進とい

うことで、こちらも新規になります。不登校児童・生徒の学習保障に向けて、

学校サポート教室にて補習教室を実施するものであります。４点目が、一人
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一人の学び方、歩み方を支えるクラスづくり事業ということで、こちらも新

規であります。やむを得ず学級に入ることができない生徒に中学校内にもう

一つのクラスを設置するというものであります。 

５点目が、区立小・中学校における新聞購読環境の充実、こちらも新規で

あります。３紙の新聞を配備するものでございます。６点目が、区立小・中

学校における新聞記事を使った読解力向上教材の活用についてということ

で、こちらも新規でございます。新聞記事を使ったワークシートを購入し、

取り組むものであります。７点目、区立小学校における体力向上のためのな

わ跳び出前授業ということで、こちらも新規であります。体力向上への意欲

づけと運動習慣の定着につなげるため、なわ跳びの出前授業を実施するもの

でございます。８点目が、文化財調査報告書の刊行ということで、こちらは

拡充です。文化財等の資料についての調査記録を書籍化するものでございま

す。 

次のページをご覧ください。こちらが、すべての人に健康と福祉を、とい

う項目の中で、３点ございます。１点目が、区立小学生・中学生の生活習慣

改善（睡眠）ということで、新規でございます。子どもの睡眠健診や睡眠に

関する講習会を実施するものであります。２点目が、区立小・中学校歯科保

健教育の充実（歯ブラシの配付）でございます。給食後の歯みがきを通じて、

習慣が身につくように歯ブラシを配付するものでございます。３点目が、区

立小・中学校歯科指導事業（フッ化物洗口）でございます。こちらが拡充で

す。週に一度、フッ化物水溶液によるうがいを行うという事業でございます。 

次のページをご覧ください。続いては、令和６年度教育費当初予算につい

てということで、歳入歳出それぞれお示しさせていただいてございます。は

じめのページが歳入でございますが、主なものだけご説明をいたします。 

上から三つ目の款、国庫支出金でありますが、来年度は約１４億円の増と

いうことでございます。内訳は、主な内容として４つございますが、そのう

ちの上の２つ、公立学校施設整備費国庫負担金や学校施設環境改善交付金、

それぞれ７億円前後の歳入増というものでございます。 

その下の都支出金につきましては、８億８，０００万円余の歳入増でござ

いますが、エデュケーション・アシスタント配置支援事業費都補助金の約５

億円増ほかでございます。 

これらによりまして、合計来年度は２３億２，１１９万１，０００円の増

ということでございます。 

続いてのページが歳出でございますが、こちらは課ごとのそれぞれの歳出

予算をお示しさせていただきました。主なものをご案内させていただきます
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が、上から二つ目、学務費でございますが、来年度、１８億６，３００万円

余の増というところでございますが、主な増の要因としましては、給食費の

無償化に伴いまして、２４億円ほどの増というところが影響しているもので

ございます。 

その下の教育指導費につきましても、６億２，７００万円余の増というこ

とでございますが、学年アシスタントの配置に係る部分が６億円程度、その

他ＡＬＴの配置等でも１億円強ということで、それぞれ増となってございま

す。学校施設費につきましては、４３億８，０００万円程度の増でございま

すが、改築に伴って約３６億円、空調設備の更新にかけて約６億円の増とい

うところが影響しているものでございます。 

教育研究所につきましては、スクールソーシャルワーカーの業務を教育指

導課から教育研究所に移したことに伴いまして、５億円程度の増でございま

す。これらを合わせまして、合計で約８０億円の増というところでございま

す。 

続きまして、次の資料をご覧ください。令和５年度第１１号補正予算概要

（教育費）案をご覧ください。 

今年度予算の補正でございますけれども、最初のページが歳入でございま

す。国庫支出金、こちらは１０億８，７００万円余の歳入増でございますが、

国庫負担金につきましては、公立学校施設整備費国庫負担金、こちらが４億

２，４００万円余の増でございます。二之江小学校改築工期延伸に伴う収入

見込の増額の増でございます。 

国庫負担金につきましては、６億６，３００万円余の増でございますが、

内訳としましては、学校施設環境改善交付金、こちらで約６億３，７００万

円余。公立学校情報機器活用支援体制整備費国庫補助金で、２，５００万円

余の増でございます。情報機器につきましては、ＩＣＴ支援員や校内ネット

ワーク保守業務に関する補助金の増でございます。 

都支出金につきましては、約１億９，２００万円の増となってございます

が、内訳といたしましては、地域学校協働活動推進事業費都補助金というこ

とで、こちらの増になっている部分は、６，５００万円余でございますが、

放課後補習教室の人件費に関する補助金の増でございます。 

その他、ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備支援事業費都補助金、デ

ジタル利活用支援員配置支援事業費都補助金につきましては、それぞれＩＣ

Ｔ支援員等に伴います補助金の増でございます。合わせまして、１２億７，

９００万円余の歳入増でございます。 

次のページが歳出でございますが、教育推進費につきましては、６，６０
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０万円程度の減額補正でございます。内訳といたしましては、すくすくスク

ール運営費の報酬というところで、６，６９８万７，０００円減額してござ

いますが、こちらは当初７８０人ほど採用を予定していたところが、９５％

程度は採用できたんですけれども、若干見込みを下回ったということで、報

酬を減額しているものであります。 

国都支出金等受入超過額返納金につきましては、都型学童クラブ事業費都

補助金に関しまして、実績報告により返納金が発生したことに伴うもので

す。学務費につきましては、７億３，９００万円余の減額補正がございます

けれども、小学校・中学校いずれも電気料の減でございます。燃料価格の下

落や単価が安価な事業者と契約したことによる減であります。 

学校施設費は、８，３００万円の減額でございますが、こちらは、南小岩

小学校施設改築費の中で、契約差金が生じたことに伴う減です。 

その下段が継続費（変更）でございますが、歳出の最後で申し上げました

南小岩小学校に関する部分であります。契約差金が生じたことに伴いまし

て、総額及び年割額の変更を行っております。 

続いて、次の資料をご覧ください。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。新旧対照表をお示し

してございますが、赤字で記載している部分をご覧ください。 

右側の旧で記載しているところでは、「妊娠初期休暇」となっているもの

が、新の部分では、「妊娠症状対応休暇」というふうに名称を変更するもの

でございます。この名称変更といたしましては、この休暇につきましては、

つわり等の妊娠初期の症状がある職員が取る休暇ということで設定してい

たものでありますが、２３区の中で、ほかの区におきまして、妊娠初期だけ

ではなくて、妊娠している期間全体にわたって休暇を取れるというような形

の区が多くなってきていることから、今回改めるものでございます。併せて

取得期間を妊娠初期から妊娠前期に改めることに伴いまして、取得日数のこ

れまで７日でありましたものが、最大１０日ということで拡充をいたしま

す。そういった内容で「妊娠初期休暇」を「妊娠症状対応休暇」ということ

で、改めるものが今回の改正の概要です。 

付則ということで、次のページにございますが、こちらは令和６年４月１

日から施行するということでございます。 

続きまして、最後になりますけれども、江戸川区教育委員会教育長の給与、

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照

表をご覧ください。経緯から先に口頭でご説明させていただきますが、区長

並びに教育長のいわゆる特別職の給与の状況につきまして、２３区の状況を
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確認したところ、特別区の平均との差があることが分かりました。そういっ

た中で、区長の給与は２３区の平均より高めになっています。副区長と教育

長は平均よりも低くなっているということで、平均に合わせていこうという

ようなところで、今回改正するものであります。 

改正に当たりましては、１月１１日開催の江戸川区特別職報酬審議会の答

申に基づいて改正するものでありますが、今回引上げとなります副区長並び

に教育長につきましては、引き上げを行うものでございますが、給与等を増

額することへの影響を十分配慮することが必要であることから、引き上げに

ついては今後５年間、令和６年度から令和１０年度までの５年間で段階的に

引き上げるということで行うものであります。 

そのため、教育長の給与につきましては、２３区平均ということで、現在

７４万２，０００円であるところを８２万２，０００円に引き上げる予定で

ございますが、１年目の令和６年度につきましては、７５万８，３００円ま

で引き上げるという内容が今回の改正です。裏面の付則にございますように

条例の施行につきましては、令和６年４月１日からというものでございま

す。 

 

ただいまの件に関しまして、何か質問、意見等ございますか。 

 

５年度予算と６年度予算で、収入が約７０％近く増えていて支出が２０％

増えているということで、毎年こんなにダイナミックに増えたりするのでし

ょうか。 

 

毎年という形になります。というのも、今回の補正が年度末の最後の補正

になりますので、もちろんプラスに係る部分もあるんですけれども、例えば、

余った予算などは、その年度の最後のところで補正予算として計上して減額

するというようなことを例年行っているというものでございまして、年度に

伴いまして額は変わってくるんですけれども、同様のことは毎年行っている

ものであります。 

 

ほかいかがでしょうか。 

 

教育委員会の重点事業項目一覧を見ると、しっかりと新規事業で今必要と

されるものが網羅されていて、しっかりとした予算になっていると思いま

す。 
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ありがとうございます。教育委員の皆様にも後押ししていただいている部

分もかなり予算に反映できそうなので、よかったと思います。 

ほかになければ、第４議案の意見聴取に対して、異議なしと決定してよろ

しいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、異議なしと決定し、区長にその旨、回答いたします。 

秘密会はここまでとします。傍聴人の再入室を認めます。 

 

〔秘密会終了〕 

 

続いて、日程第３、教育関係事務報告にまいります。 

はじめに、令和４年度教育委員会事務事業の点検・評価についての報告を

お願いします。 

 

それでは、令和４年度事務事業点検・評価報告書（案）をご覧いただけれ

ばと思います。資料の中のページ数で申し上げますと、２ページをご覧くだ

さい。 

点検・評価につきましては、昨年１１月１４日の教育委員会定例会で決定

をいただいたところでございます。２ページの上段にあります４つの事業に

つきまして評価を行っていただき、（２）点検・評価の流れにありますよう

に内部評価の実施までは昨年のうちに終わってございます。今回はその評価

内容を学識経験者に提示し、外部評価を実施し、その外部評価をこちらに追

記させていただきましたので、ご報告するものであります。 

５ページからが１つ目の事業、タブレット端末の配置整備であります。こ

ちらにつきましては、８ページ中ほどに内部評価としては５段階中の５とい

うことで決定をいただきました。これに対する外部評価が９ページにござい

ます。１人目の学識経験者につきましては、一段落目にありますように「タ

ブレット端末が、コロナ禍において学校への登校が厳しい状況で、ＧＩＧＡ

スクール構想に基づき１人１台配備された。タブレット端末は教育の中で、

個別指導はもとより、ソフトウェアの使用によって、グループでの話合いや

資料の提示、プレゼンテーションと、集団の中でも活用することができる。」

ということの中で、Ａという評価をいただきました。 
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また、２人目の外部評価につきましても、一段落目にございますように「Ｇ

ＩＧＡスクール構想の目指す教育ＩＣＴ環境の実現に向け、着実に取組を進

めてきている。教育用クラウドサービスの活用、教育アプリ等の機能の活用

を通して、発言が苦手な児童・生徒による自らの考えやアイディアの端末か

らの発信、児童・生徒の障害特性や程度に応じた的確な指導と学習の実現に

つなげている。」ということで、それぞれＡという評価をいただいたもので

あります。 

１０ページからが二つ目の事業、学校給食費の改定及び保護者負担軽減事

業でございますが、１２ページの上段にありますように内部評価としては、

４ということで決定をいただいたものになります。 

これに対する外部評価としまして、１２ページの下段にございますが、１

人目の方につきましては、「保護者に軽減補助の様子が分からない補助はす

べきではないと考える。補助金が月額一人当たり１００円から１８０円程度

では、保護者も補助を受けているという実感がないので、あまり意味のある

事業とは思えない。」という厳しいコメントをいただきまして、Ｃという評

価をいただきました。 

１３ページ、上段には、もうお一方の外部評価でございますが、こちらは

２段落目の最後のところにありますように「保護者に実負担を求めることな

く、安定した給食の運営が実現できているということは、極めて大きな成果

であり、大いに評価できるものである。」ということで、Ａという評価をい

ただきました。 

続いて、１４ページからは、３つ目の事業、外国語指導助手（ＡＬＴ）で

ございますが、こちらは１６ページ目にございますように内部評価は４とい

う評価をいただいているところであります。 

これに対しまして、１７ページの上段、学識経験者１人目の方につきまし

ては、「日本語の分からない外国の人に対して英語で話しかけるには、かな

りの壁があり、勇気が必要で、その壁を乗り越えて、自分の英語が通じると

いう体験をする必要がある。」ということで、外国語指導助手事業は必要で

あるということの中で、Ａという評価をいただいてございます。 

一方で２人目の学識経験者につきましては、本事業は有効に活用されてい

るというふうに第一段落目でおっしゃっていただいた一方、第二段落におき

ましては、「しかし、一方で『今後の課題』として、中学校においては、Ａ

ＬＴの派遣時数の増加、また、小・中学校においては、英語の授業に留まら

ず教育活動全体を通したＡＬＴの活用」、こういったことも課題として上げ

ていただいた上で、Ｂという評価をいただいたものでございます。 
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続いて、１８ページからは、４点目の事業、学校サポート教室でございま

すが、内部評価は２１ページの中ほどにありますように、３でございます。 

こちらに対しまして、外部評価、２２ページの上段、下段でございますが、

上段につきましては、上から３つ目の段落をご覧いただきますと、「区の施

策としては、サポート教室や学習以外の多様な体験のできる機会を設けて、

学校を含む集団への関わりが持てるようにする必要がある。また、不登校の

原因は一人一人異なっており、いつでもカウンセリング（教育相談）を受け

られるようにして、学校への復帰をいつでもできる体制をつくりたい」とい

うことで、Ａという評価をいただいてございます。 

一方、下段の評価につきましては、上から２つ目の段落の３行目の最後か

らになりますが、「特に、学校サポート教室に教員経験者と心理士資格をも

ったスタッフを常駐させ、学習面と心理面の支援の他、高校進学等に向けた

進路相談も行っており、こうした細かな配慮に基づく支援は素晴らしい取組

であり大いに評価できる。しかし、不登校児童・生徒の学校サポート教室で

の過ごし方は、教員経験者のスタッフの支援に基づく自習が基本であり、十

分な学習指導や幅広い支援を行うことができていない。」ということで、Ｂ

という評価をいただいたものでございます。 

これらを踏まえまして、最後の２４ページに「おわりに」ということで記

載させていただきましたが、上から２つ目の段落にございますように、四つ

の事業を抽出して評価を行いましたが、おおむね目的に対して有効に事業が

展開されているという評価に至りました。しかし一方で、様々な課題がある

ことも挙げられたということで、今後も未来を担う子どもたちの健やかな成

長のためにより効果的な施策の展開を目指してまいります。ということで、

記載をさせていただいているところでございます。 

今後、報告が終わりましたら、議会への報告、また、議会報告後はホーム

ページへ掲載する予定でございます。 

 

ただいま、事務事業点検についての報告がございました。何か質問、意見

等があればお願いします。 

 

以前に報告いただいたと思いますが、それとまた評価が変わったというの

はあるのでしょうか。 

 

内部評価につきましては、議決をいただいたとおりで変更はございませ

ん。今回はそれに対する外部評価を追記しての報告になります。 
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なかなか、学務課の給食費に関しては、厳しいご意見もある感じでした。 

 

教育長、おっしゃられましたように、給食費の改定については、外部評価

で見てみますとやはり低いですね。令和４年度７月以降、４，３３０円から

５，６５０円という中で、１００円、１８０円という月の補助だと確かにそ

ういう評価も致し方ないのかなとは正直思いました。全体としては、おおむ

ね良い評価をいただいている中で、引き続きしっかりと推進していければと

思っております。 

 

ありがとうございます。 

執行部の見解で納得いかないとか、そんなことはないですか。大丈夫です

か。ほかになければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

次に、教育委員会後援名義の使用承認についての報告をお願いします。 

 

使用申請一覧をご覧ください。今回、２件の報告をさせていただきます。

１件目につきましては、今回３４回目の後援名義申請です。行事名は、あい

さつ運動キャンペーン、申請者は、江戸川区青少年育成地区委員長会、会長

であります。事業の目的・概要といたしましては、「あいさつ運動」を区内

全域で展開し、家庭や地域の連帯感を高めながら、子どもたちの健全育成を

図る。区広報、地区委員会広報などにキャンペーン記事を掲載し、各施設や

町会などの掲示板にポスターを掲示する。というものであります。実施日時

は、令和６年４月１日（月）から同５月３１日（金）まで。実施場所は、区

内全域。事業の対象と範囲は、区内の青少年及び地域住民であります。経費

の徴収、賞状・副賞等はございません。 

２件目につきましては、今回３７回目の後援名義申請です。行事名は、江

戸川区少年少女合唱団第３７回定期演奏会でございます。申請者は、江戸川

区少年少女合唱団団長。事業の概要でございますが、合唱団の１年間の練習

成果を発表するとともに、区内小中学校の合唱活動の発展、区の音楽文化の

振興に寄与する。というものでございます。実施日時は、令和６年３月２４

日（日）、会場は、タワーホール船堀大ホール。事業の対象と範囲は、区内

外の児童・生徒、区民ほかであります。経費の徴収といたしましては、団員

は参加費として、１人、５，０００円。入場者につきましては、１人、１，

０００円ということでございます。賞状等はございません。 

参考資料といたしましては、あいさつ運動キャンペーンの実施要項及びチ



 No. 13  

江戸川区教育委員会議事録用紙 

 

 

 

 

教 育 長 

    

 

教育推進課長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

平 井 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育推進課長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

ラシの見本。少年少女合唱団の定期演奏会につきましては、企画書でござい

ますが、当日のプログラムの内容をおおむね記載をしていただいたものでご

ざいます。併せて予算書も提示をいただいてございます。 

 

いずれも３４回とか３７回とか、歴史、伝統あるイベントかなと思います。

特に教育委員さんに招待とかは来ていないのですか。 

 

あいさつキャンペーンは特にないですけれども、少年少女合唱団につきま

しては、ご案内があったように思います。 

昨年、参加させていただきましたけれども、合唱もすばらしかったですし、

合唱に合わせまして、合唱団の最高学年の卒団式も兼ねてございまして、涙

涙の非常に感動する演奏会でございました。 

 

ありがとうございました。あれば、後でご連絡いただければと思います。 

何か質問、意見等あればお願いいたします。 

 

あいさつ運動キャンペーンについてですけれども、とても大事だと思いま

すし、特に４月から新しい１年生も入るというところで、あいさつ運動を推

進していくよい時期かなと思います。各学校においては、学校単位で朝の声

かけ運動もやっていると思いますけれども、非常に挨拶は大事だと思います

ので、応援していきます。 

それと、少年少女合唱団の定期演奏会ですけれども、少年少女合唱団のホ

ームぺージ拝見させていただいたところ、今、小１から中１までの団員を募

集しているという案内が出ておりまして、月４，０００円費用がかかるとい

うことでありました。今、小１から高２まで４０名ぐらいいらっしゃるとい

うことですけれども、結構費用がかかるなあという印象があります。何か補

助などができればなあと思ったところではございます。 

 

活動補助といたしましては、小学校の音楽室等を活動場所として提供する

ことでご協力させていただいております。 

 

そういうのはありがたいですよね。よろしいでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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ほかになければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

以上をもちまして、令和６年第２回教育委員会定例会を終了します。 

 

閉会時刻 午後２時０９分  

 


